
令和元年第５回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和元年６月３日（月）午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第３会議室 

３ 出席委員  嶋田 仁、田村 明、川田 耕司、加賀谷 得子 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 石井 靖紀  

書 記 石井 忍、見上 豪紀、畠山 範之 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

議案第２４号 選挙人名簿に登録することについて 

議案第２５号 選挙人名簿から抹消することについて 

報告第 ９号 登録の移替えをした者について 

報告第１０号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

報告第１１号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

議案第２６号 三種町下岩川財産区議会議員一般選挙の選挙期日及び公示    

       の日について 

議案第２７号 投票所を定めることについて（参院選） 

議案第２８号 投票所の閉鎖時刻を定めることについて（参院選） 

議案第２９号 投票所記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日

時及び場所を定めることについて（参院選） 

議案第３０号 期日前投票及び不在者投票を行う場所及び設置する期間を

定めることについて（参院選） 

議案第３１号 不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発

送できる日を定めることについて（参院選） 

議案第３２号 開票の日時及び場所を定めることについて（参院選） 

議案第３３号 開票立会人を定めるくじを行うべき日時及び場所を定める

ことについて（参院選） 

議案第３４号 在外選挙人が投票できる期日前投票所の指定について（参

院選） 

議案第３５号 選挙人名簿の移替えの延期について（参院選） 

議案第３６号 ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて（参

院選） 

議案第３７号 期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（参

院選） 

議案第３８号 期日前投票立会人の選任について（参院選） 



議案第３９号 開票管理者及びその職務代理者の選任について（参院選） 

 

午前８時５６分 

 

石井書記長  おはようございます。 

只今から令和元年第５回三種町選挙管理委員会を始めさせてい

ただきます。 

開会に当たりまして、委員長の方から挨拶をお願い致します。 

嶋田委員長  おはようございます。田植えも終わり一段落しているところで

はないかと思います。今回の議案ですけれども、定時登録のほか

に、参院選関連の議案もありまして、かなり多くの議案となりま

すが、慎重審議をよろしくお願いします。新聞報道等によります

と、参院選の方は野党が統一候補でという体制らしいですが、投

票率が上がってくれればいいという思いです。ただ、衆院選がま

だどうなるかわからず予断を許さない状況でありますので、どう

なるかわかりませんけれども、粛々と進めたいと思います。 

石井書記長  はい。ありがとうございました。引き続き進行をお願いしたい

と思いますけれども、私、所要により退席させていただきますの

で、この後の進行について、委員長始め委員の皆さんよろしくお

願いいたします。 

        

（石井書記長退席） 

 

嶋田委員長  会議を始めさせていただきます。 

       本日の会議録の署名委員ということで、川田委員と加賀谷委員

にお願い致します。 

       それでは、案件の議案第２４号「選挙人名簿に登録することに

ついて」。事務局より説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第２４号「選挙人名簿に登録することについて」。 

       公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を令和元年

６月１日付けで選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

      まず、「１」の新有権者登録については、令和元年６月１日までに

満１８歳に達する方で、生年月日では平成１３年４月９日から平

成１３年６月２日までの方が対象となります。人数は、男８人、



女７人、計１５人となります。 

       次に、「２」の転入登録については、平成３１年３月１日以前よ

り引き続き三種町に居住され３ケ月を経過された方が対象となり

ます。転入日では、平成３０年１２月２９日から平成３１年３月

１日までに転入した方で、人数は、男１０人、女１５人、計２５

人。 

       よって、本日の登録者総数は、男１８人、女２２人、合計４０

人となります。 

       対象者につきまして、別冊の名簿をご覧ください。 

       新有権者登録につきましては、１頁に、転入登録につきまして

は、２頁に記載しております。 

       議案第２４号の説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  皆さん、何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  無いようでございますが、議案第２４号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「意義ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第２４号を原案どおり決定する

ことと致します。 

嶋田委員長  次に、議案第２５号「選挙人名簿から抹消することについて」。

事務局より説明の方お願いします。 

畠山書記   はい。議案第２５号「選挙人名簿から抹消することについて」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を令和元年６月１

日付けで選挙人名簿から抹消する。 

       説明致します。 

       まず、「１」の死亡抹消者につきましては、死亡の届出が平成３

１年４月６日から令和元年５月３１日までの方が対象で、男２９

人、女１７人、計４６人となります。 

       次に、「２」の転出抹消者につきましては、今回は、平成３１年

１月３１日以前に三種町から転出され４カ月経過された方が対象



となります。転出日の範囲は、平成３０年１２月７日から平成３

１年１月３１日までとなります。人数は、男１３人、女１６人、

計２９人となります。 

       よって、本日の抹消者総数は、男４２人、女３３人、合計７５

人となっております。 

対象につきまして、死亡抹消は別冊名簿の３頁から４頁、転出

抹消は５頁に記載しております。Ｎｏ．３１の方ですが、死亡年

月日が４月４となっております。届出日を確認したところ、４月

１０日に届出されておりましたので、今回の抹消となります。 

以上で、議案第２５号の説明を終わります。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ござい

ましたらお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第２５号を原案どおり決定してよろしいでしょ

うか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第２５号を原案どおり決定致し

ます。 

       続きまして、報告第９号「登録の移替えをした者について」。説

明をお願いします。 

畠山書記   はい。報告第９号「登録の移替えをした者について」。 

       令和元年６月１日付けの定時登録に係る登録の移替えをした者

は、別紙のとおりである。 

平成３１年３月８日から令和元年５月３１日までの町内転居に

より投票区の移替えをした者は男１１人、女１７人、合計２８人

となります。 

別冊名簿の６頁から８頁に対象者を掲載しております。Ｎｏ． 

１３の方ですが、死亡抹消の名簿にも掲載されておりますが、４

月１７日に転居後、死亡されたことを確認しております。 

       説明は、以上です。 

嶋田委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質



問等ございましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

   （「特にありません。」の声有り） 

嶋田委員長  それでは、特に無いようですので、報告第９号を原案どおり承

認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、報告第９号を原案どおり承認致しま

す。 

       続きまして、報告第１０号と報告第１１号につきましては、関

連性がございますので、一括上程と致します。 

      報告第１０号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」、 

報告第１１号「選挙権を有する者の３分の１の数について」、説明 

の方お願い致します。 

畠山書記   はい。報告第１０号「選挙権を有する者の５０分の１の数につ 

いて」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は２９８である。 

       これにつきましては、下に記載の直接請求の必要署名数となっ

ております。この数の算定については４頁に選挙人名簿登録者数

の増減表を載せておりますのでそちらをご覧ください。 

       今回６月定時登録の抹消者数が７５人、登録者数が４０人、差

引きしました今回の名簿登録者数が男６，９００人、女８，００

０人、合計で１４，９００人となり、選挙時登録から３４人の減

となっております。この１４，９００人の５０分の１の数が   

となります。 

       続きまして、報告第１１号「選挙権を有する者の３分の１の数

について」。 

       地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は４，９６７

である。 

       これにつきましても、下に記載の直接請求に関する数で、今回

の選挙人名簿登録者数の３分の１ですので４，９６７となります。 



       以上で、報告第１０号と第１１号の説明を終わります。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、

お願い致します。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。ご質問等無いとのことですが、報告第１０号、第１１号

を原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。 

       ご異議無いようですので、議案第２５号を原案どおり決定致し

ます。 

続きまして、議案第２６号「三種町下岩川財産区議会議員一般

選挙の選挙期日及び告示の日について」ということで、事務局よ

り説明をお願いします。 

畠山書記   案第２６号「三種町下岩川財産区議会議員一般選挙の選挙期日

及び告示の日について」。 

       三種町下岩川財産区議会議員一般選挙の選挙期日及び告示の日

を次のとおり定める。 

１ 選挙期日 令和元年９月８日 

２ 告 示 日 令和元年９月３日 

       内容について説明致します。 

下岩川財産区議会議員の任期が、令和元年９月１９日に満了致

します。 

       任期満了に伴う財産区議会議員の一般選挙は、公職選挙法第３

３条第１項の規定により、任期満了の日の前３０日以内に行うこ

ととなっております。 

       この選挙を行うべき期間中は、町議会の９月定例会が予定され

ている関係で、選挙事務を円滑に行うためにも、定例会の会期中

とその前後は避けることが望ましいと思われますことから、選挙

の期日を、令和元年９月８日に致したいとするものであります。 

       また、「選挙期日」につきましては、５日前までに告示すること

となっておりますので、告示の日を選挙期日の５日前、令和元年

９月３日に致したいとしております。 

       なお、選挙すべき議員の数につきましては、「三種町下岩川財産

区議会条例」で６人と定まっております。 



       議案の説明は、以上でございますが、財産区議会議員選挙に関

する法令の規定等につきまして、８頁で説明をさせていただきま

す。 

       まず、財産区につきまして、琴丘地区と八竜地区ではあまり馴

染みがないと思われますので制度の説明からさせていただきます。 

財産区は、町村合併を推進する手段として設けられた地方自治

制度でございまして、特定の地域の住民の利用に供されてきた旧

町村の財産又は公の施設につきまして、合併後の新市町村に移管

せずに、従来の慣行に従い引き続きその地域の住民に管理権を残

し、これに独立の法人格を認める制度で、地方自治法上は特別地

方公共団体というふうに分類されております。 

       下岩川財産区につきましても、旧三町の合併も含め過去の町村

合併の過程で設置されてございまして、下岩川地区の住民に、山

林、原野、林道の管理と処分に関する権限が認められております。 

       財産区の議会議員の選挙につきましては、１にございますとお

り、公職選挙法第２６８条に定めがございまして、町村の議会の

議員の選挙に関する規定が適用されることになります。 

       また、２の選挙期日に関する公職選挙法の規定でございますが、

第３３条の規定によることになりますので、任期が終わる日の前

３０日以内にこれを行い、選挙期日は、少なくとも５日前に告示

することになります。 

       次に、３の下岩川財産区議会議員の任期につきましては、財産

区議会条例で任期４年と規定されておりまして、現職は平成２７

年９月２０日から令和元年９月１９日までの４年間になっており

ます。 

       最後に、４のこれまでの選挙期日と告示日でございますが、三

種町となりましてから平成１９年、平成２３年、平成２７年の３

回、ご覧の日程で執行されております。いずれも無投票でござい

ます。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお

願い致します。 

       議案第２６号について、ご意見、ご異議等ございませんか。 

      （「ありません。」「異議無し。」の声あり。） 

嶋田委員長  異議無しとのことですので、議案第２６号は原案どおり決定す

ることと致します。        



続きまして、議案第２７号「投票所を定めることについて」事

務局より説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第２７号「投票所を定めることについて（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における各

投票区の投票所を次のとおり定める。 

       内容の説明の前に、今日は参議院議員選挙関連の議案をご審議

いただきますが、選挙期日がまだ正式決定されておりません。た

だ、現時点の見込では７月２１日が濃厚ということで、先日開か

れました県選管の会議でもこれを前提に選挙事務の説明がありま

したことなどから、議案の方は選挙期日７月２１日、公示日７月

４日で作成しておりますので、あらかじめご了承いただきたいと

思います。 

       それでは、議案の方でございますが、今回の選挙における投票

所につきましては、これまでと変わらず、ご覧の２１カ所として

おります。施設の変更はございません。 

説明は以上でございます。 

嶋田委員長 議案第２７号について、ご意見、ご異議等ございませんか。 

      （「ありません。」「異議無し。」の声あり。） 

嶋田委員長  異議無しとのことですので、議案第２７号は原案どおり決定す

ることと致します。 

       続きまして、議案第２８号「投票所の閉鎖時刻を定めることに

ついて」。説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第２８号「投票所の閉鎖時刻を定めることについて

（参院選）」。 

       公職選挙法第４０条第１項の規定により、令和元年７月２１日

執行予定の参議院議員通常選挙における各投票所の閉鎖時刻を次

のとおり定める。 

       各投票所の閉鎖時刻につきましては、前回の県議選と同様、落

合投票区と勝平投票区で午後６時、閉鎖時刻を法定の午後８時か

ら２時間繰り上げし、その他の投票区につきましても、１時間繰

り上げを行いまして、午後７時としております。 

ご承知のとおり、公職選挙法上は、午前７時から午後８時まで

が原則で、選挙人の投票に支障を来たさないと認められる特別の

事情のある場合等は、開く時刻又は閉じる時刻を一定時間変更で

きることになっております。 



今回の参議院選挙につきましては、過去の例からも、近隣市町

村の殆どで午後７時までになると思われますので、基本的にはこ

れに合わせる方向と致しました。また、繰上げしましても、期日

前投票の利用が進んでおりますので、投票の機会は十分確保でき

ると考えております。 

       説明は以上でございます。 

嶋田委員長  はい。只今の説明について、ご意見、ご質問等ございましたら

ご発言をお願いします。 

       議案第２８号について、ご意見、ご異議等ございませんか。 

      （「ありません。」「異議無し。」の声あり。） 

嶋田委員長  異議無しとのことですので、議案第２８号は原案どおり決定す

ることと致します。 

       続きまして、議案第２９号「投票記載所の氏名等の掲示の順序

を定めるくじを行う日時及び場所を定めることについて」という

ことで、説明をお願いします。 

畠山書記   議案第２９号「投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじ

を行う日時及び場所を定めることについて（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公

職選挙法第１７５条第３項の規定により投票記載所の氏名等の掲

示の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所を次のとおり定め

る。 

日 時 令和元年７月４日（木）午後５時３０分から 

場 所 三種町選挙管理委員会事務室 

説明致します。 

参議院の選挙区選挙におきましては、投票記載所に候補者の氏

名と党派を掲示することになりますが、その掲示の順序は市町村

の選挙管理委員会が開票区ごとにくじで定めることになっており

ますので、そのくじを行う日時を、立候補届が行われる公示日の

午後５時３０分、場所を選管事務室に定めるものでございます。 

なお、比例代表の方につきましては、県の選挙管理委員会がく

じで定めることになっております。 

説明は以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明について、ご意見、ご質問等ございましたら、ご発

言願います。 

      （「ありません。」の声有り。） 



嶋田委員長  特に無いとのことですが、議案第２９号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「異議なし。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第２９号は原案どおりということで決定致しま

す。続きまして、議案第３０号「期日前投票及び不在者投票を行

う場所及び設置する期間を定めることについて」。事務局の説明を

お願いします。 

畠山書記   はい。議案第３０号「期日前投票及び不在者投票を行う場所及

び設置する期間を定めることについて（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における期

日前投票及び不在者投票を行う場所及び設置する期間を次のとお

り定める。 

１ 期日前投票を行う場所及び設置期間 

（１）琴丘地域拠点センター 

         期間 令和元年７月１３日から令和元年７月２０日まで 

（２）山本総合支所 

         期間 （１）と同じ 

（３）八竜農村環境改善センター 

         期間 令和元年７月５日から令和元年７月２０日まで 

        投票時間は、いずれも午前８時３０分から午後８時まで 

２ 不在者投票を行う場所及び設置する期間 

        三種町選挙管理委員会事務室 

        令和元年７月５日から令和元年７月２０日まで 

        時間は、午前８時３０分から午後８時まで 

内容について説明致します。 

まず、１の期日前投票でございますが、琴丘地域拠点センター

と山本総合支所の２投票所につきましては、開始が選挙期日の８

日前の土曜日７月１３日から選挙期日前日の土曜日７月２０日ま

での８日間。八竜農村環境改善センターは、公示日の翌日７月５

日から選挙期日の前日の土曜日７月２０日までの１６日間として

おります。 

本庁と両支所で、設置期間が異なる訳ですが、前回２８年の参

議院議員通常選挙の際にも、琴丘、山本支所の設置期間を短くし

て開始日を遅らせた経緯がございます。前回は今回の公示予定日

より１日早い公示だった関係で開始日を９日間遅らせております。 



参議院選挙におきましては、選挙期日の１７日前に公示される

のが通例でございます。期間の前半についてはこれまでの例から

も投票は少ないと予想されますし、投票管理者や立会人、事務従

事者の負担あるいは投票所の運営経費といったことを総合的に勘

案しまして、両支所については前回２８年の参院選と同様に、８

日ほど開始を遅らせる内容で提案させていただいております。  

開始時期を遅らせることで、琴丘、山本地区の選挙人の方々に

は多少ご不便をお掛けすると思いますが、後半の８日間は地元で

投票できますし、早めにということであれば八竜の改善センター

で投票することができますので、投票機会の確保という点では問

題ないものと考えております。 

次に、２の不在者投票に関しましては、法定の期間、時間で、

場所は選管事務室に設置するとしております。 

説明は以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明について、何か聞きたいことやご意見等ございまし

たら、どうぞお願いします。 

嶋田委員長  無いようですが、議案第３０号について、原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第３０号は原案どおり決定と致します。 

 次に、議案第３１号「不在者投票に係る投票用紙及び投票用封

筒を郵便により発送できる日を定めることについて」。説明をお願

いします。 

畠山書記   はい。議案第３１号「不在者投票に係る投票用紙及び投票用封

筒を郵便により発送できる日を定めることについて（参院選）」。 

       公職選挙法施行令第５３条第１項及び第５９条の４第４項の規

定により、令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発

送できる日を次のとおり定める。 

郵便により発送できる日 令和元年７月２日（火） 

説明致します。 

不在者投票につきましては、議案第３０号で説明致しましたと

おり、公示日の翌日７月５日から投票の受け付けを行うことにな

りますが、事前に不在者投票の請求のあったものにつきましては、

公示日前の市町村選管が定める日に投票用紙等の発送を開始でき



ることになっておりますので、その発送開始日を県の指示に基づ

き７月２日（火）に定めるものでございます。 

以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ありますでしょう

か。 

嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、議案第３１号を原案どおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。それでは、議案第３１号は原案どおり決定することと致

します。次に、議案第号「開票の日時及び場所を定めることにつ

いて」。説明の方お願いします。 

畠山書記   はい。議案第３２号「開票の日時及び場所を定めることについ

て（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における三

種町開票区の開票の日時及び場所を次のとおり定める。 

日 時 令和元年７月２１日（日）午後８時開始 

場 所 三種町八竜体育館 

開票の日時につきましては、全投票所の投票終了から１時間後

の午後８時開始。開票場所は、これまで同様、八竜体育館として

おります。 

       以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらご

発言願います。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、議案第３２号を原案どおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。それでは、議案第３２号は原案どおり決定することと致

します。次に、議案第３３号「開票立会人を定めるくじを行うべ

き日時及び場所を定めることについて」。事務局より説明をお願い

します。 

畠山書記   議案第３３号「開票立会人を定めるくじを行うべき日時及び場

所を定めることについて（参院選）」。 



       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公

職選挙法第６２条第２項及び第４項の規定によるくじを行うべき

日時及び場所を次のとおり定める。 

日 時 令和元年７月１８日（木）午後５時３０分 

場 所 三種町選挙管理委員会事務室 

説明致します。 

参議院議員選挙の開票立会人につきましては、選挙区選挙の方

は候補者が、比例代表選挙の方は名簿届出政党が、当該開票区の

選挙人名簿に登録されている者の中から１人を定め選管に届け出

ることができます。 

開票立会人には、総数で３人以上１０人以内という人数制限と、

同一政党等２人までとする制限がございます。 

そこで、届出のあった者が１０人を超えるとき、それから同一

政党等に所属する候補者の届出に係る者が３人以上となった場合

は、選挙管理委員会がくじを行って開票立会人を選任することに

なるため、そのくじを行う日時と場所をご覧のとおり定めたいと

するものでございます。 

説明は以上でございます。 

嶋田委員長  はい。只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たらご発言願います。 

嶋田委員長  特に無いようですので、議案第３３号を原案どおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第３３号は原案どおり決定することと致します。 

続きまして、議案第３４号「在外選挙人が投票できる期日前投

票所の指定について」ということで、説明をお願いします。 

畠山書記   議案第３４号「在外選挙人が投票できる期日前投票所の指定に

ついて（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙において、

在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票できる期日前投票

所を公職選挙法第４９条の２第２項により読み替えて準用される

同法第４８条の２第１項の規定により次のとおり指定する。 

期日前投票所 三種町選挙管理委員会事務室 

説明致します。 

日本国民で国外に居住する方に対しましては、「在外選挙」とい



う制度によって国政選挙の投票が認められておりますが、その在

外選挙人の方が、選挙の時期に日本に帰国していた場合や、帰国

後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、大使館、領事館

等での在外投票ができなくなりますので、その場合は、国内で期

日前投票ができる仕組みが法律上ございます。 

在外選挙の期日前投票所は、選挙のたびに指定することになっ

ておりますので、これを選管事務室に定めるものでございます。 

なお、今現在、本町の在外選挙人名簿には１名登録となってお

ります。 

以上でございます。 

嶋田委員長  はい。只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たらご発言願います。 

      （「特にございません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですので、議案第３４号を原案どおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。それでは、議案第３４号は原案どおり決定致します。 

       続きまして、議案第３５号「選挙人名簿の移替えの延期につい

て」事務局より説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第１５号「選挙人名簿の移替えの延期について（参

院選）」。 

       公職選挙法施行令第１７条ただし書により三種町の区域内で他

の投票区の区域に住所を移した者に係る選挙人名簿の登録の移替

えを延期する期間を次のとおり定める。 

移替えを延期する期間 

令和元年６月２１日から令和元年７月２１日まで 

       説明致します。 

町内転居による投票区の移替えにつきまして、選挙時におきま

しては、選挙人名簿抄本や投票所入場券の作成準備のため、一定

期間、この移替えを延期できることになっております。 

参議院選挙に伴いまして、６月２０日（木）に選挙人名簿等の

データ作成を行います。その翌日から選挙が終わるまでの間は、

町内転居による投票区の移替えは行わない取扱いとしております。 

       説明は以上でございますが、公示日、投票日につきましては現

時点では確定でありませんので、議案は全て「執行予定」という



ことで作っておりますのでよろしくお願い致します。 

       以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

嶋田委員長  無いようですが、議案第３５号につきまして、原案どおり決定

してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

嶋田委員長  異議無しということですので、議案第３５号を原案どおり決定

致します。 

嶋田委員長  続きまして、議案第３６号「ポスター掲示場を設置する場所を

定めることについて」の説明を事務局よりお願いします。 

畠山書記   はい。議案第３６号「ポスター掲示場を設置する場所を定める

ことについて（参院選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における公

職選挙法第１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置する

場所を次のとおり定める。 

説明致します。 

参議院選挙に伴うポスター掲示場の設置箇所数につきましては、

ご覧のとおり琴丘地区４９箇所、山本地区６２箇所、八竜地区４

６箇所の計１５７箇所で、先の県議選と変更ございません。 

設置場所につきましては、次の１９頁以降に別紙として一覧に

しておりますが、これにつきましても変更はございません。 

このポスター掲示場の設置数につきましては、公職選挙法施行

令の規定により、各投票区の名簿登録者数と面積に応じて設置す

べき数が決まりますが、前回と変わらず１５７箇所ということで

ございます。 

嶋田委員長  それでは、只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ましたらご発言願います。 

嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  はい。それでは、議案第３６号につきまして、原案どおり決定

してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  異議無しとのことですので、議案第３６号は原案どおり決定と

致します。 



       続きまして、議案第１７号「期日前投票管理者及びその職務代

理者の選任について」ということで、説明をお願いします。 

畠山書記   議案第３７号「期日前投票管理者及びその職務代理者の選任に

ついて（参院選）」。 

      令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における期

日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任

する。 

       次の２５頁をご覧ください。 

       選挙当日の投票所と同じように、期日前投票につきましても期

間中、投票管理者と職務代理者を選任する必要がございます。期

日前投票につきましては、選挙権のある者の中から選任するとな

っておりますので、琴丘、山本、八竜の各期日前投票所について、

ご覧のとおり選任したいとしております。 

       説明は、以上でございます。 

嶋田委員長  只今の説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご質問等無いようですが、本案を原案どおり決定してよろしい

でしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、議案第３７号を原案どおり決定致し

ます。 

続きまして、議案第３８号「期日前投票立会人の選任について」

の説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第３８号「期日前投票立会人の選任について（参院

選）」。 

       令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における期

日前投票立会人を別紙のとおり選任する。 

       期日前投票におきましても、期間中、毎日２人ずつ投票立会人

を置く必要がありますことから、琴丘地域拠点センターと山本総

合支所の期日前投票所につきましては２７頁に記載のとおり５名

ずつ、八竜農村環境改善センターについては、２８頁にございま

すが、７名を選任したいとしております。 

以上で、説明を終わります。 

嶋田委員長  はい。只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございます

でしょうか。 



嶋田委員長  何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  特に無いようですが、本案を原案どおり決定することにご異議

等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

嶋田委員長  それでは、議案第３８号は原案どおり決定と致します。 

  次に、議案第３９号を議題としますが、本案のうち「開票管理

者の選任」については、私に関係することになります。この場合、

地方自治法の規定により、私が議事に参加することはできません

ので、「開票管理者の選任」に限り、議長を田村委員にお願いした

いと思いますが、田村委員よろしいでしょうか。 

田村委員   はい、分かりました。 

嶋田委員長  皆さん、田村委員を議長としてよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

嶋田委員長  ご異議無いとのことですので、田村委員に議長をお願いします。

よろしくお願いします。 

田村委員   それでは、議長として議事進行させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

議案第３９号のうち「開票管理者の選任について」を議題とし

ますので、嶋田委員長は退席ということでお願いします。 

      （嶋田委員長、退席） 

事務局より説明をお願いします。 

畠山書記   はい。議案第３９号のうち「開票管理者の選任」について。 

令和元年７月２１日執行予定の参議院議員通常選挙における三

種町開票区の開票管理者を次のとおり選任する。 

開票管理者につきましては、公職選挙法第６１条の規定により、

当該選挙の選挙権を有する者の中から選挙管理委員会が選任する

者をもって充てるとなっておりますので、議案のとおり「嶋田委

員長」にお願いしたいということで提案致します。 

説明を終わります。 

田村委員   議案第３９号のうち「開票管理者の選任」について、ご質問、

ご異議等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

田村委員   ご異議等無いとのことですので、本案は原案どおり決定と致し

ます。 



       「開票管理者の選任」について審議が終了しましたので、議長

の職を解かさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

      （嶋田委員長、着席） 

嶋田委員長  田村委員、ご苦労様でした。 

それでは、次に、議案第３９号のうち「開票管理者の職務代理

者の選任について」を議題としますので、田村委員は退席という

ことでお願いします。 

      （田村委員、退席） 

事務局より説明をお願いします。 

畠山書記   議案第３９号のうち「開票管理者の職務代理者の選任」について。 

令和元年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における三

種町開票区の開票管理者の職務を代理すべき者を次のとおり選任

する。  

職務代理者につきましては、議案のとおり「田村委員」にお願

いしたいということで提案しております。 

説明を終わります。 

嶋田委員長  議案第３９号のうち「開票管理者の職務代理者の選任」につい

て、ご質問、ご異議等ございませんか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

嶋田委員長  ご異議等無いようですが、本案を原案どおり決定することにご

異議ありませんか。 

      （「異議無し。」の声あり。） 

嶋田委員長  ご異議無いようですので、本案は原案どおり決定と致します。 

嶋田委員長  本日の議案審議は以上です。 

       次に、その他として事務局からお願いします。 

畠山書記   はい。それでは３０頁の方で、今回の参議院選挙に係る公職選

挙法改正の動向について、今後の日程と併せましてご説明させて

いただきます。 

 

      （以下、資料に基づき説明） 

      （その後、意見交換） 

 

嶋田委員長  それでは、他に無ければ、本日の委員会を終了したいと思いま

す。どうもありがとうございました。 
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